
2015年5月に施行された改正会社法において、監
査等委員会設置会社が創設されました。
本稿では、監査等委員会設置会社について、監査役
会設置会社と比較し、その特徴を説明した上で、移行
した場合の監査実務に及ぼす影響について検討します。

監査役会設置会社および監査等委員会設置会社の会
社形態の概要は、＜図1＞のようになります。以下で
は、監査の観点に基づく監査等委員会設置会社の特徴
について解説します。

1. 監査の範囲
監査等委員は取締役であるため、監査対象は取締役
の業務執行の適法性に限定されず、妥当性にも及びま
す。この点、監査役（会）による監査の対象は、議論は
あるものの、取締役の業務執行の適法性に限られると
一般的には考えられています。
従って、監査等委員会設置会社では、取締役の職務執
行の妥当性を判断するために必要となる情報の入手ルー
トと信頼性の確保が、よりいっそう重要となります。

2. 監査の方法
監査等委員会は、監査等委員である取締役（いずれ
も非業務執行取締役）3人以上で構成され、過半数は
社外取締役であることが要求されています。また、常
勤の監査等委員は要求されておらず、監査権限は各監
査等委員に帰属するのではなく、監査等委員会が有し
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▶図1　会社形態の概要

監査等委員会設置会社移行による監査実務への影響
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ます。そのため、監査等委員会の監査は、内部統制シ
ステムを活用した組織的な監査が想定されています。
従って、監査等委員会設置会社では、内部統制シス
テムを活用した監査監督体制の構築が重要です。

監査等委員会設置会社に移行した場合には、前記の通
り、情報の入手ルートと信頼性の確保、内部統制システ
ムを活用した監査の実施が重要です。以下では＜図2＞
に基づいて、3ラインディフェンスモデルを前提にし
た場合の各ライン（各情報入手ルート）から報告され
る情報の信頼性確保に必要な施策などを説明します。
その上で、効果的かつ効率的な監査等委員会の監査監
督体制構築のための検討ポイントについて解説します。

1. 第1・第2ラインからの情報入手・信頼性確保
第1ラインおよび第2ラインに所属する部署は、そ

の部署が担う職責上、業務執行取締役の指揮命令系統
に属するのが一般的と考えられます。例えば、第1ラ
インとしての東京営業部、第2ラインとしての財務経

理部門は、それぞれ営業担当取締役、財務経理担当取
締役の指揮下に入ることが想定されます。
そのため、監査等委員会が業務執行取締役の職務執
行状況を監査または監督する場合には、業務執行取締
役の指揮下にある第1ラインや第2ラインからの情報
の信頼度をチェックする機能が必要です。例えば、第
1ライン・第2ラインとしての東京営業部や財務経理
部門に対して、内部監査部門が内部監査を実施してい
る場合には、監査等委員会は、内部監査の状況や結果
を把握し、業務執行取締役の職務執行の妥当性を判断
するに足る内部監査が実施されているか否かを、検討
することが想定されます。

2. 第3ラインからの情報入手・信頼性確保
業務執行部門から独立した立場で監査活動を行って
いる内部監査部門からの情報は、監査等委員会が実施
する監査等にとっては非常に有用であり、情報の入手
ルートや信頼性を確保するためにも、内部監査部門と
の連携強化が必要です。
一方で、内部監査部門が、社長などの最高責任者に
直属している場合には、監査等委員会の意向を反映し
た監査活動が実施されない可能性があります。そのた

▶図2　3ラインディフェンスモデルと情報ルート
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め、内部監査部門は監査等委員会の直属とすることが
望ましいと考えられます。また、内部監査部門を組織
上監査等委員会に直属させても、実質が伴わないと有
効に機能しない可能性があります。そこで、内部監査
部門を監査等委員会の直属とする場合は、以下につい
て検討することが重要となります。

実務上の観点からは、内部監査部門長の適切な人事
評価を社外取締役が過半数を占める監査等委員会に期
待できるのか、内部監査人の専門職化を推進する際に
は、内部監査人のモチベーションをどのように向上さ
せるのか、といった点について、特に議論が必要です。

お問い合わせ先
アドバイザリー事業部
Tel：03 3503 3500
E-mail：azuma-tshfm@shinnihon.or.jp

EY Advisory

• 内部監査部門長の選解任権を監査等委員会に付
与するか

• 内部監査部門長および内部監査部門所属社員の
人事・業績評価を監査等委員会が行うか

• 内部監査部門所属社員は業務執行部門に異動し
ない「ノー・リターン・ルール」を採用するか
（内部監査人の専門職化）

Ⅳ　おわりに

監査等委員会設置会社への移行により、業務執行取
締役等の業務執行者に対する監査・監督機能の強化が
期待されています。そして、社外取締役が過半数を占
める監査等委員会による監査等の実効性を強化するた
めには、内部監査部門との連携、および内部監査部門
の独立性・専門性の強化が重要だと考えます。

Short column
残高管理

営業債権、営業債務のみでなくそれ以外の債権、
債務についての残高管理は十分にできているで
しょうか。個別の取引先ごとの残高が正しいか、
確認が十分に行われず、決算の段階で滞留理由が
不明な取引先、また、赤残などの過少計上となっ
てしまっている取引先が発生することは少なくあ
りません。
消費税差額などの原因により取引が終了している
取引先への残高が残っているケース、返品処理が
遅れているケース、システム変更により残高の引

き継ぎがうまくいかず原因が不明なケースなどが
考えらえますが、調査した結果はほとんどが損益
に影響があることが多く、決算の確定を遅延させ
る要因になることもあります。現在はシステムに
よるトータル管理を行っている会社がほとんどで
すが、そこに安心し、人の目を通さないケースも
散見されます。
現在の取引先別帳簿残高とあるべき残高の比較を
毎月行うことが必要かと思われます。

（公認会計士　佐藤明典）
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